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一
月
二
十
三
日
㈭
、
ハ
イ
ラ
ン
ド
リ

ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ
に
於
い
て
、「
令

和
七
年
新
春
講
演
会
・
新
年
賀
詞
交
歓
会
」

を
開
催
。

　

新
春
講
演
会
は
、
中
島
正
之
大
月
税
務

署
長
に
「
税
制
改
正
プ
ロ
セ
ス
と
消
費
税

の
改
正
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
財
務
省

の
機
構
に
始
ま
り
、
主
税
局
業
務
の
あ
ら

ま
し
、
日
本
に
お
け
る
税
制
改
正
プ
ロ
セ

ス
、
消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み
等
に
つ

い
て
、
二
十
一
年
間
に
わ
た
る
財
務
省
主

税
局
勤
務
で
、
主
に
消
費
税
法
の
税
制
改

令
和
七
年
新
春
講
演
会
・
新
年
賀
詞
交
歓
会

正
等
の
事
務
従
事
経
験
を
踏
ま
え
て
、
詳

し
く
解
説
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
は
、
開
会
前
に
令

和
六
年
度
の
国
税
局
長
納
税
表
彰
受
彰

者
（
山
口
照
義
会
長
）
受
彰
披
露
に
続
き
、

恒
例
の
女
性
部
会
コ
ー
ラ
ス
部
の
生
コ
ー

ラ
ス
が
場
内
に
響
き
わ
た
る
中
で
賀
詞
交

歓
会
を
開
会
。

　

初
め
に
山
口
会
長
か
ら
、
昨
年
は
能
登

半
島
地
震
や
自
然
災
害
な
ど
の
心
が
痛
む

出
来
事
が
発
生
す
る
中
、
新
紙
幣
の
発
行

や
ス
ポ
ー
ツ
界
で
の
日
本
選
手
の
活
躍
に

多
く
の
国
民
が
元
気
づ
け
ら
れ
る
ニ
ュ
ー

ス
も
多
く
あ
っ
た
。
ま
た
歴
史
的
な
円
安

進
行
を
背
景
に
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
加
速

し
、
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
問
題
が
深
刻

化
し
た
一
年
で
も
あ
っ
た
。

　

法
人
会
活
動
で
は
、
物
価
高
対
策
と
し

て
実
施
さ
れ
た
定
額
減
税
の
周
知
・
研
修

会
の
開
催
等
、
税
制
へ
の
理
解
・
啓
発
を

始
め
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
を
中
心
に
活

動
し
、
加
え
て
会
員
の
親
睦
・
交
流
を
一

層
深
め
る
な
ど
、
す
べ
て
計
画
通
り
に
事

業
が
執
行
で
き
た
事
へ
の
お
礼
を
述
べ
る

と
と
も
に
、
引
き
続
き
地
域
並
び
に
税
の

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
税
務
当

局
と
の
連
携
を
よ
り
一
層
深
め
、
税
務
知

識
の
普
及
及
び
納
税
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
公
正
な
納
税
と
円
滑
な
税
務
行
政
に

寄
与
し
て
い
く
と
、
年
頭
の
挨
拶
が
あ
り
、

大
月
税
務
署
を
始
め
多
数
の
来
賓
を
迎

え
、
約
百
三
十
名
が
新
年
の
ス
タ
ー
ト
を

祝
い
ま
し
た
。

大
月
税
務
署  

中
島
正
之
署
長   

講
演

新
年
賀
詞
交
歓
会  

大
月
法
人
会  
山
口
照
義
会
長   

挨
拶

新
年
賀
詞
交
歓
会  

税
理
士
会  

梶
原
稔
大
月
支
部
長   

祝
辞

新
年
賀
詞
交
歓
会  

大
月
税
務
署  

中
島
正
之
署
長   

祝
辞

女
性
部
会
コ
ー
ラ
ス
部
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正
副
会
長
会

　

一
月
七
日
㈫
、
午
前
十
一
時
二
十
分
よ

り
大
月
法
人
会
館
に
於
い
て
開
催
。

　

以
下
の
議
題
に
つ
い
て
協
議
。

議
　
題

一
、�

令
和
七
年
新
春
特
別
講
演
会
・
新
年

賀
詞
交
歓
会
に
つ
い
て

二
、�

今
後
の
主
要
事
業
に
つ
い
て

　

⑴
理
事
会
開
催
日
程

　

⑵
第
十
四
回
定
時
総
会
開
催
日
程

　

⑶�

定
時
総
会
特
別
講
演
会
講
師
選
定

三
、�

令
和
七
年
度
全
法
連
・
県
連
功
労
者

表
彰
候
補
者
の
申
請
に
つ
い
て

四
、�

支
部
別
会
員
状
況
に
つ
い
て

正
副
会
長
・

　

支
部
長
合
同
会
議

令
和
六
年
度

　

第
三
回
理
事
会

　

三
月
二
十
四
日
㈪
、
午
前
十
時
・
十
一

時
大
月
法
人
会
館
に
於
い
て
開
催
。

　

審
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
議
案

を
除
き
原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
　
事

（
審
議
事
項
）

第
一
号
議
案　

�

公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴

う
外
部
理
事
及
び
外
部
監

事
導
入
の
件

第
二
号
議
案　

�

役
員
候
補
者
選
出
等
に
関

す
る
規
程
改
正
の
件

第
三
号
議
案　

�

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改

選
の
件

第
四
号
議
案　

�

令
和
七
年
度
事
業
計
画
案

承
認
の
件

第
五
号
議
案　

�

令
和
七
年
度
収
支
予
算
案

承
認
の
件

第
六
号
議
案　

�

第
十
四
回
定
時
総
会
開
催

の
件

第
七
号
議
案　

�

全
法
連
・
県
連
功
労
者
表

彰
候
補
者
推
薦
の
件

（
報
告
事
項
）

一
、�

前
回
理
事
会
開
催
以
降
の
事
業
報
告

及
び
代
表
理
事
・
業
務
執
行
理
事
の

職
務
執
行
状
況
報
告
に
つ
い
て

二
、�

今
後
の
主
要
事
業
に
つ
い
て

三
、�

令
和
八
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

四
、�

各
支
部
、
部
会
の
事
業
報
告
及
び
会

計
報
告
と
残
金
付
替
え
に
つ
い
て

五
、�

令
和
七
年
度
全
法
連
助
成
金
の
配
賦

予
定
額
に
つ
い
て

六
、
公
益
法
人
の
制
度
改
革
に
つ
い
て

七
、
健
康
経
営
推
進
委
員
会
に
つ
い
て

八
、�

法
人
会
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
・
Ｄ

Ｘ
の
推
進
に
つ
い
て

九
、
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
に
つ
い
て

正
副
会
長
会

令
和
七
年
度

　

第
一
回
理
事
会

　

四
月
二
十
四
日
㈭
、
午
前
十
時
・
十
一

時
よ
り
大
月
法
人
会
館
に
於
い
て
開
催
。

　

審
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
案
通
り
全

項
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
　
事

（
審
議
事
項
）

第
一
号
議
案　

�

令
和
六
年
度
事
業
報
告
承

認
の
件



（4）

関
係
民
間
団
体
長
会

　

一
月
十
七
日
㈮
、
大
月
税
務
署
会
議
室

に
於
い
て
開
催
。

　

恒
例
の
関
係
民
間
団
体
の
団
体
長
出
演

に
よ
る
確
定
申
告
Ｐ
Ｒ
動
画
撮
影
終
了

後
、
令
和
六
年
分
確
定
申
告
に
係
る
協
議

の
他
、
各
団
体
及
び
税
務
署
か
ら
連
絡
・

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

上
野
原
・
大
月
・
都
留
支
部

合
同
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

二
月
十
四
日
㈮
、
ア
ピ
オ
プ
ラ
ザ
都
留

に
於
い
て
開
催
。
一
般
含
め
六
十
五
名
が

出
席
し
ま
し
た
。

　
第
一
部
税
務
研
修
会
で
は
、
大
月
税
務

署
法
人
課
税
第
一
部
門
の
辰
野
美
喜
江
統

括
国
税
調
査
官
よ
り
、「
租
税
回
避
ス
キ
ー

ム
と
税
制
改
正
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
税
金

逃
れ
を
目
的
と
す
る
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
法
制
度
に
お
い
て

は
合
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
放

置
さ
れ
、
適
正
な
課
税
が
行
わ
れ
な
い
と

す
る
と
、
課
税
の
公
平
を
損
な
い
、
納
税

者
の
信
頼
を
揺
る
が
す
大
き
な
問
題
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
国
税
庁
に
お
い
て
は
、
租

税
回
避
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る
情
報
を
積
極

的
に
収
集
し
、
適
正
・
公
平
な
課
税
の
実

支
部
活
動
報
告

税務研修会　辰野美喜江 統括国税調査官

特別講演会　講談師　一龍齋貞弥 氏

現
に
努
め
て
い
る
と
解
説
頂
き
ま
し
た
。

　
第
二
部
の
特
別
講
演
会
で
は
、「
お
風

呂
が
沸
き
ま
し
た
」
の
声
を
担
当
す
る
声

優
で
講
談
師
の
一
龍
齋
貞
弥
氏
を
お
招
き

し
、「
人
の
印
象
の
四
割
は
声
で
決
ま
る

～
仕
事
に
生
か
す
声
の
魅
力
～
と
題
し
、

自
ら
の
声
の
魅
力
も
さ
な
が
ら
、
声
の
魅

力
に
つ
い
て
解
説
し
、
後
半
の
講
談
で
は

臨
場
感
と
迫
力
は
凄
ま
じ
く
、
流
れ
る
よ

う
な
日
本
語
の
リ
ズ
ム
の
心
地
よ
さ
、
音

の
響
き
の
広
が
り
な
ど
、
声
の
魅
力
を

た
っ
ぷ
り
と
堪
能
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

第
二
号
議
案　

�

令
和
六
年
度
収
支
決
算
報

告
承
認
の
件
、
並
び
に
監

査
報
告

第
三
号
議
案　

�

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改

選
の
件

第
四
号
議
案　

�
退
任
役
員
表
彰
及
び
会
員

増
強
表
彰
の
件

第
五
号
議
案　

�

令
和
七
～
八
年
度
各
種
委

員
会
委
員
推
薦
の
件

第
六
号
議
案　

�

令
和
七
～
八
年
度
県
連
役

員
候
補
者
推
薦
の
件

第
七
号
議
案　

�

第
十
四
回
定
時
総
会
開
催

の
件

（
報
告
事
項
）

一
、�

役
員
就
任
承
諾
書
等
の
提
出
に
つ

い
て

二
、�

そ
の
他
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青
年
部
会
活
動
報
告

女
性
部
会
活
動
報
告

租
税
教
室
・
絵
画
お
願
い

二
月
十
日
㈪　

上
野
原
市
教
育
委
員
会

青
連
協
役
員
会

四
月
二
十
四
日
㈭　

古
名
屋
ホ
テ
ル

租
税
教
室
・
絵
画
お
願
い

二
月
十
二
日
㈬　

上
野
原
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　

上
野
原
市
役
所

バ
ザ
ー
収
益
金
寄
付
感
謝
状

二
月
十
五
日
㈯　

上
野
原
市
も
み
じ
ホ
ー
ル

青
年
部
会
役
員
会

四
月
十
五
日
㈫　

大
月
法
人
会
館

女
性
部
会
役
員
会

四
月
二
十
二
日
㈫　

大
月
法
人
会
館

青
年
部
会
研
修
会

四
月
十
五
日
㈫　

大
月
法
人
会
館

講
師　

大
月
税
務
署
法
１
統
括
官　

辰
野
美
喜
江 

氏

女
性
部
会
研
修
会
　
四
月
二
十
二
日
㈫　

大
月
法
人
会
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　

う
め
こ
フ
ォ
ト
代
表　

池
田
智
恵
子 

氏
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上
野
原
・
大
月
・
都
留
支
部
合
同
税
務
研
修
会

二
月
二
十
七
日
㈭　

桜
扇

都
留
支
部
税
務
研
修
会
・
総
会

三
月
六
日
㈭　

う
ど
ん
の
駅

日
帰
り
税
務
研
修
会　
　

二
月
二
十
一
日
㈮　

明
治
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
八
王
子

上
野
原
支
部
総
会

三
月
十
一
日
㈫　

ロ
ビ
ン

大
月
支
部
税
務
研
修
会
・
総
会

三
月
六
日
㈭　

赤
レ
ン
ガ
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富
士
吉
田
支
部
税
務
研
修
会

三
月
二
十
七
日
㈭　

ビ
ス
ト
ロ
・
ボ
ン
ヌ

県
連
女
連
協
交
流
会

二
月
十
三
日
㈭　

い
ち
栁
ホ
テ
ル

県
連
女
連
協

租
税
教
室
映
画
上
映
会

二
月
十
三
日
㈭　

は
く
ば
く
文
化
ホ
ー
ル

河
口
湖
支
部
総
会

三
月
八
日
㈯　

四
川
龍
都

コ
ー
ラ
ス
部
税
務
研
修
会
・
総
会

三
月
十
二
日
㈬　

藍
屋

広
報
誌
封
入
作
業

十
二
月
二
十
五
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

広
報
委
員
会

三
月
十
三
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

そ
の
他
の
活
動
報
告

新
年
税
務
署
挨
拶

一
月
七
日
㈫　

大
月
税
務
署

確
定
申
告
広
報
活
動

二
月
十
七
日
㈪　

大
月
税
務
署

◯
オ
オ
タ
ニ
デ
ン
カ 

株
式
会
社

　

�（
富
士
吉
田
市
上
暮
地
五
―
四
―
一
二
）

　

代
表
者
取
締
役　

大
谷
　
和
伸

◯
株
式
会
社 

宮
下
組

　

�（
富
士
河
口
湖
町
船
津
一
七
九
三
）

代
表
取
締
役　

宮
下
　
一
広

◯
株
式
会
社 

シ
ー
キ
ュ
ー
ブ
デ
ザ
イ
ン

　

�

（
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
二
二
―
二
メ
イ
プ
ル
七
―
Ｄ
）

　

代
表
取
締
役
社
長　

小
林
　
拓
矢

◯
楽
遊
食
歌 

加
津

　

�（
富
士
吉
田
市
松
山
四
―
一
二
―
一
六
）

　

代
表
者　

相
馬
　
一
深

新
入
会
員
紹
介
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県
連
新
年
賀
詞
交
歓
会

一
月
十
五
日
㈬　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

県
連
新
春
講
演
会

一
月
十
五
日
㈬　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

全
法
連
広
報
委
員
会

二
月
十
二
日
㈬　

全
法
連
会
館

全
法
連
事
務
局
セ
ミ
ナ
ー

三
月
七
日
㈮　

ハ
イ
ア
ッ
ト
リ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
東
京

監
査
会

四
月
十
七
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

新
設
法
人
説
明
会

三
月
二
十
六
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

県
連
研
修
委
員
会

二
月
二
十
日
㈭　

甲
府
法
人
会
館

県
連
広
報
委
員
会

二
月
十
八
日
㈫　

甲
府
法
人
会
館

決
算
法
人
説
明
会

一
月
二
十
二
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

三
月　

十
九
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

四
月
二
十
一
日
㈪　

大
月
法
人
会
館
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県
連
税
制
委
員
会

三
月
三
日
㈪　

甲
府
法
人
会
館

県
連
総
務
委
員
会

三
月
六
日
㈭　

甲
府
法
人
会
館

県
連
正
副
会
長
会
・
理
事
会

三
月　
　

十
日
㈪　

甲
府
法
人
会
館

三
月
二
十
五
日
㈫　

ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府

県
連
正
副
会
長
会
・
理
事
会

四
月
十
五
日
㈫　

甲
府
法
人
会
館

四
月
十
八
日
㈮　

ア
ピ
オ
甲
府

県
連
組
織
・
厚
生
合
同
委
員
会

二
月
二
十
五
日
㈫　

古
名
屋
ホ
テ
ル

山
梨
県
内
四
単
位
会

役
職
員
研
修
会
・
交
流
会

三
月
二
十
一
日
㈮　

甲
府
法
人
会
館

　
　
　
　
　
　
　
　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

令和7年度 普通会費納入のお願い

１. 口座振替ご利用の会員様
　   ６月１６日（月）にご指定

の金融機関口座から振替
させていただきます。

２. 振込ご利用の会員様
　   別途、振込のご案内をさ

せていただきます。
　   振込期限６月３０日（月）
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「
経
営
は
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
。
タ
イ
ミ
ン

グ
を
見
誤
る
と
事
業
の
成
功
確
率
は
極
端

に
低
下
す
る
」
―
―
か
つ
て
著
名
な
経
営

者
か
ら
会
う
た
び
に
聞
か
さ
れ
た
フ
レ
ー

ズ
だ
。
失
敗
談
を
分
析
し
て
自
分
に
言
い

聞
か
せ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

い
わ
く
、
斬
新
な
技
術
・
サ
ー
ビ
ス

を
ど
の
よ
う
に
市
場
投
入
す
る
か
、
そ

の
時
期
が
適
切
な
の
か
を
判
断
す
る
の

は
難
し
い
。
市
場
環
境
が
整
う
前
で
あ

れ
ば
投
資
額
に
見
合
う
収
益
が
得
ら
れ

ず
、
疲
弊
し
た
こ
ろ
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ

プ
し
た
競
合
他
社
が
出
て
、
逆
に
追
い

か
け
る
展
開
に
な
っ
て
し
ま
う
。
何
事

も
早
け
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
遅
く
て
も
い
け
な
い
。

　

混
雑
し
た
パ
ー
キ
ン
グ
で
駐
車
ス

ペ
ー
ス
を
探
し
て
い
る
と
、
通
り
過
ぎ

た
ら
空
き
が
で
き
、
そ
こ
に
後
続
車
が

入
っ
て
し
ま
う
。
あ
と
数
十
秒
遅
く
来

た
ら
駐
車
で
き
た
の
に
と
悔
し
い
思
い

を
す
る
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
い
と
諦

め
る
し
か
な
い
。
経
営
と
は
次
元
の
違

う
話
だ
が
、
人
生
す
べ
て
タ
イ
ミ
ン
グ

が
大
事
。
た
だ
、
ど
う
す
れ
ば
最
適
な

タ
イ
ミ
ン
グ
を
得
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ

が
分
か
れ
ば
苦
労
は
な
い
。「
神
頼
み
」

と
安
易
な
考
え
方
は
し
た
く
な
い
。

　

駐
車
場
で
あ
れ
ば
、
心
の
ゆ
と
り
が

絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
招
く
の
で
は
な

い
か
。
焦
る
か
ら
悔
し
い
思
い
を
す
る
。

経
営
で
は
獅
子
が
獲
物
を
狙
う
が
ご
と

く
、
時
代
背
景
・
市
場
環
境
を
注
視
し

社
内
体
制
を
考
慮
し
て
決
断
す
る
。
は

や
る
気
持
ち
を
冷
静
に
見
つ
め
る
努
力

で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
れ
ば
い
い
。
そ
の

た
め
に
は
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
必
携
だ
と

前
述
の
経
営
者
は
指
摘
し
て
い
た
。
抽

象
的
に
し
か
書
け
な
い
の
が
残
念
だ
。

経
営
者
こ
そ
細
君
に
な
れ

　

と
あ
る
団
体
の
会
報
誌
を
読
ん
で
い

た
ら
、
退
任
す
る
役
員
が
細
君
（
妻
）
の

お
か
げ
で
職
務
を
全
う
で
き
た
と
書
い

て
あ
っ
た
。
中
学
生
時
代
に
夏
目
漱
石

の
小
説
で
細
君
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
。

そ
の
表
現
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
今
の
自

分
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
誤
解
を
恐

れ
ず
に
言
え
ば
、
若
い
時
と
は
異
な
り

細
く
な
い
妻
を
細
君
と
は
言
い
に
く
い

と
感
じ
た
。
不
適
切
な
表
現
だ
が
説
明

に
必
要
だ
と
思
い
あ
え
て
文
字
に
し
た
。

言
い
た
い
の
は
、
容
姿
で
は
な
く
細
か

い
気
遣
い
を
し
て
く
れ
る
か
ら
細
君
と

い
う
。
現
代
に
当
て
は
め
る
と
妻
を
指

す
言
葉
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
男
女
と

も
に
必
要
な
要
素
だ
か
ら
。

　

こ
う
考
え
る
と
経
営
者
こ
そ
細
君
に

な
る
べ
き
だ
と
思
う
。
野
球
に
例
え
れ

ば
、
投
手
は
若
手
社
員
、
中
堅
社
員
が
守

備
を
固
め
、
経
営
者
は
捕
手
に
徹
す
る
。

全
体
を
俯
瞰
し
、
野
手
に
適
切
な
指
示

を
出
し
打
者
の
傾
向
を
勘
案
し
な
が
ら

投
手
に
き
わ
ど
い
球
種
を
求
め
る
。
大

切
な
の
は
メ
ン
バ
ー
の
才
能
を
見
極
め
、

ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
任
せ
き
る
こ
と
。
も
ち

ろ
ん
責
任
は
経
営
者
が
と
る
。
こ
れ
を

分
か
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
バ
ラ
ン
ス
の

良
い
チ
ー
ム
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
細
や
か
さ
と
は
、
箸
の
上
げ
下
げ

を
言
う
の
で
は
な
い
。
人
が
動
き
や
す

い
よ
う
に
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
る
対

応
の
こ
と
だ
と
思
う
。

　

こ
う
し
た
経
営
者
に
社
員
は
集
ま
っ

て
く
る
。
理
想
論
だ
と
思
わ
ず
に
自
社

の
強
さ
と
弱
さ
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
。

そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
の
は
小
手
先
の
戦

術
で
は
な
く
、
会
社
と
い
う
組
織
を
支

え
る
社
員
へ
の
配
慮
と
気
持
ち
よ
く
働

け
る
社
内
環
境
だ
と
思
う
。
適
材
適
所

と
い
う
表
現
も
あ
る
が
、
内
閣
改
造
で

使
わ
れ
る
常
と
う
句
と
し
て
定
着
し
て

い
る
の
で
、
こ
れ
は
使
い
た
く
な
い
。

　
細
や
か
な
経
営
で
計
る
事
業
タ
イ
ミ
ン
グ
　
　
　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
海
　
部
　
隆
太
郎

※ 

矢
印
の
方
向
に
２
文
字
の
熟
語
が

で
き
る
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
に
あ
て

は
ま
る
漢
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
（
答
え
は
18
ペ
ー
ジ
下
に
あ
り
ま
す
。）

矢
印
の
方
向
に
２
文
字
の
熟
語

が
で
き
る
よ
う
に
、
□
に
あ
て

は
ま
る
漢
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

法

例題 パ
ズ
ル
・
熟
語
づ
く
り

【
作
者
】
株
式
会
社
ニ
コ
リ
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令
和
七
年
度
　
年
　
間
　
予
　
定
　
表

上
＝
上
旬

中
＝
中
旬

下
＝
下
旬

 ３月 ２月 ８年１月 12 月 11 月 10 月 ９月 ８月 ７月 ６月 ５月 ７年４月

 

総

務

委

員

会

上
部
団
体
の
主
な
事
業

 

組

織

委

員

会

 

研

修

委

員

会

 

税

制

委

員

会

 

厚

生

委

員

会

 

広

報

委

員

会

 

　
　(

広
報
誌
編
集)

 

青

年

部

会

 

女

性

部

会

そ
の
他
部
会
・
支
部
会
等

17 

桂
友
会
総
会

15 

県
連
正
副
会
長
会

18 

県
連
理
事
会

18 

県
連
事
務
局
会
議

17 

監
査
会

24 

正
副
会
長
会

24 

理
事
会

21 

決
算
法
人
説
明
会

15 

監
査
会

15 

役
員
会

15 

特
別
研
修
会

24 

青
連
協
役
員
会

22 

監
査
会

22 

役
員
会

22 

特
別
研
修
会

下 

県
連
事
務
局
会
議

 

21 

決
算
法
人
説
明
会

上 

税
務
署
と
の
意
見
交
換
会

中 

青
連
協
役
員
会

上 

女
連
協

 

正
副
会
長
会

中 

富
士
吉
田
・
河
口
湖

 

　
　
　
地
区
役
員
会

4 

関
係
民
間
団
体
長
会

 

　
　
事
務
局
長
会
議

12 

関
係
民
間
団
体
長
会

19 

県
連
定
時
総
会

17 

東
京
地
方
税
理
士
会

 

大
月
支
部
定
期
総
会

20 

東
京
地
方
税
理
士
会

 

山
梨
県
会
定
期
総
会

23 

新
設
法
人
説
明
会

中 

県
連
税
制
委
員
会

16 

決
算
法
人
説
明
会

中 

標
語
高
校
訪
問

 

（
富
士
吉
田
支
部
担
当
）

9 

租
税
教
室
講
習
会

17 

小
学
生
租
税
教
室

 

上
野
原
市
立
上
野
原
小
学
校

中 

「
税
の
絵
は
が
き

 

コ
ン
ク
ー
ル
」
お
願
い

上 

関
係
民
間
団
体

 

　
　
事
務
局
長
会
議

上 

県
連
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

 

　
　
　
セ
ミ
ナ
ー
③

16 

法
人
会
全
国
大
会

 

　
　
　
　
高
知
大
会

中 

東
京
国
税
局
と
の

 

　
　
　
意
見
交
換
会

下 

関
係
民
間
団
体
長
会

26 

つ
る
産
業
ま
つ
り
出
展

中 

正
副
会
長
会

中 

理
事
会

下 

経
営
支
援
セ
ミ
ナ
ー

上 

環
富
士
山
交
流
会

中 

標
語
最
終
選
考
会

下 

少
年
野
球
教
室

上 

第
21
回
慰
問

 

　
　
都
留
支
部
担
当

中 

絵
画
・
絵
ハ
ガ
キ

 

　
　
　
最
終
選
考
会

中 

女
連
協
役
員
会

中 

富
士
吉
田
・
河
口
湖
地
区

 

　
　
　
税
務
研
修
会

 

　
　
　
特
別
講
演
会

中 

全
法
連
賀
詞
交
歓
会

14 

県
連
新
春
講
演
会

 

　
新
年
賀
詞
交
歓
会

中 

税
理
士
会
県
会

 

　
新
年
賀
詞
交
歓
会

下 

税
理
士
会
大
月
支
部

 

　
新
年
賀
詞
交
歓
会

下 

関
係
民
間
団
体
長
会

上 

正
副
会
長
会

 

正
副
会
長

 

税
務
署
新
年
挨
拶

中 

新
年
賀
詞
交
歓
会

中 

新
春
講
演
会

22 

決
算
法
人
説
明
会

1 

広
報
誌「
か
つ
ら
川
」

 

１
９
２
号
発
行

28  

租
税
教
育
推
進
協
議
会

 

定
期
総
会

23 
第
14
回
定
時
総
会

1 

広
報
誌「
か
つ
ら
川
」

　
１
９
０
号
発
行

23 

第
14
回
定
時
総
会

10 

お
か
あ
さ
ん
コ
ー
ラ
ス
大
会

23 

第
14
回
定
時
総
会

下 

県
連
連
絡
協
議
会

 

正
副
会
長
会

中  

県
連
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

 

　
　
　
セ
ミ
ナ
ー
②

中 

総
務
委
員
会

19 

新
設
法
人
説
明
会

下 

組
織
・
厚
生
委
員
会

下 
研
修
委
員
会

18 

決
算
法
人
説
明
会

中 

税
制
委
員
会

下 

組
織
・
厚
生
委
員
会

1 

広
報
誌「
か
つ
ら
川
」

 

１
９
１
号
発
行

20 

県
下
４
単
位
会
共
催

 

サ
ッ
カ
ー
教
室
税
金
教
室

18 

女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム

 

　
　
　
北
海
道
大
会

中 

都
留
地
区

 

　
　
　
税
務
研
修
会

下 

上
野
原
地
区

 

　
　
　
税
務
研
修
会

中 

県
連
事
務
局
会
議

18 

新
設
法
人
説
明
会

上 

年
末
特
別
研
修
会

上 

社
会
福
祉
協
議
会

 

チ
ャ
リ
テ
ィ
収
益
金
寄
付

上 

年
末
特
別
研
修
会

上 

社
会
福
祉
協
議
会

 

チ
ャ
リ
テ
ィ
収
益
金
寄
付

中 

女
連
協

 

正
副
会
長
会

中 

県
連
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

 

　
　
　
セ
ミ
ナ
ー
①

中 

関
係
民
間
団
体
長
会

中 

関
係
民
間
団
体
意
見
交
換
会

上 

広
報
委
員
会

12 

全
法
連
広
報
委
員
会

上 

親
睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

6 

県
下
4
単
位
会
共
催

 

ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

 

　
　
教
室
税
金
教
室

上 

県
連
正
副
会
長
会

中 

県
連
理
事
会

中 

中
学
生
税
金

 

弁
論
大
会

17 

納
税
表
彰
式

中 
税
制
改
正
要
望
活
動

18 

決
算
法
人
説
明
会

上 

広
報
委
員
会

20
～
21 

全
国
青
年
の
集

　
　
　 

い
山
梨
大
会

中 

標
語
表
彰
式

下 

少
年
野
球
大
会

 

　
　
　
　
税
金
教
室

中 

道
志
地
区
税
務
研
修
会

下 

大
月
地
区
税
務
研
修
会

下 

富
士
急
グ
ル
ー
プ
部
会

 

　
　
　
税
務
研
修
会

下 

上
野
原
地
区
税
務
研
修
会

下 

県
連
組
織
委
員
会

下 

県
連
研
修
委
員
会

中 

全
法
連
税
制
セ
ミ
ナ
ー

下 

県
連
税
制
委
員
会

下 

県
連
厚
生
委
員
会

中 

全
法
連
広
報
委
員
会

下 

県
連
広
報
委
員
会

中 

女
連
協
交
流
会

中 

日
帰
り
税
務
研
修
会

中 

上
野
原
・
大
月
・
都
留

 

地
区
合
同
セ
ミ
ナ
ー

下 

上
野
原
地
区

 

　
　
　
税
務
研
修
会

上 

全
法
連
事
務
局
セ
ミ
ナ
ー

中 

県
連
正
副
会
長
会

下 

県
連
理
事
会

下 

正
副
会
長
会

下 

理
事
会

19 

新
設
法
人
説
明
会

18 

決
算
法
人
説
明
会

上 
広
報
委
員
会

下 

西
桂
地
区
税
務
研
修
会

下 

忍
野
地
区
税
務
研
修
会

下 

山
中
湖
地
区
税
務
研
修
会
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大月税務署からのお知らせ
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（15）
　

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
物
価
上
昇
局

面
に
お
け
る
税
負
担
の
調
整
及
び
就
業
調
整
対

策
の
観
点
か
ら
、
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
控
除

額
及
び
給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
の
引
上

げ
並
び
に
大
学
生
年
代
の
子
等
に
係
る
新
た
な

控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
老
後
に
向
け
た
資

産
形
成
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
確
定
拠
出
年

金（
企
業
型D

C�

及
びiD

eCo

）の
拠
出
限
度
額

等
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
成
長
意
欲
の
高

い
中
小
企
業
の
設
備
投
資
を
促
進
し
地
域
経
済

に
好
循
環
を
生
み
出
す
た
め
に
、
中
小
企
業
経

営
強
化
税
制
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
国
際
環
境

の
変
化
等
に
対
応
す
る
た
め
、
防
衛
力
強
化
に

係
る
財
源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
の
法
制
化
、
外
国
人
旅

行
者
向
け
免
税
制
度
の
見
直
し
等
が
行
わ
れ
ま

し
た（
令
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱
よ
り
）。

　

法
人
会
で
は
、
昨
年
９
月
に「
令
和
７
年
度
税

制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
を
取
り
ま
と
め
、
そ

の
後
、
政
府
・
政
党
・
地
方
自
治
体
等
に
提
言

活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今

回
の
改
正
で
は
、
中
小
企
業
向
け
税
制
措
置
の

適
用
期
限
延
長
、
事
業
承
継
税
制
の
役
員
就
任

要
件
の
見
直
し
等
、
法
人
会
の
提
言
事
項
の
一

部
が
盛
り
込
ま
れ
、
以
下
の
と
お
り
実
現
す
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。

［
法
人
課
税
］

１
．
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

法
人
会
提
言

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例

15
％
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和

56
年
以
来
、
８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ

て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な

く
と
も
１
，６
０
０
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る

こ
と
。
な
お
、
直
ち
に
本
則
化
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
令
和
７
年
３
月
末
日
と
な
っ
て

い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。
ま
た
、
中

小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
ま
で
引
き
上

が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

改
正
の
概
要

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例

15
％
に
つ
い
て
、
次
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
上

で
、
適
用
期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　

①�

所
得
の
金
額
が
年
10
億
円
を
超
え
る
事
業

年
度
に
つ
い
て
、
所
得
の
金
額
の
う
ち
年

８
０
０
万
円
以
下
の
金
額
に
適
用
さ
れ
る

税
率
が
17
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

②�

適
用
対
象
法
人
の
範
囲
か
ら
通
算
法
人
が

除
外
さ
れ
ま
し
た
。

２
． 

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

法
人
会
提
言

　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対

象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含

め
る
こ
と
を
求
め
る
。
な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に

困
難
な
場
合
は
、
令
和
７
年
３
月
末
日
と
な
っ

て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

改
正
の
概
要

　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
、「
み
な

し
大
企
業
」
の
判
定
に
お
け
る
大
規
模
法
人
の

範
囲
が
見
直
さ
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が
２
年

間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

３
． 

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化

に
資
す
る
措
置

法
人
会
提
言

　
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」や「
先
端
設
備

等
導
入
計
画
に
係
る
固
定
資
産
税
特
例
」
等
、

令
和
７
年
３
月
末
日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い

る
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
を
支
援
す
る
措
置

に
つ
い
て
は
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

改
正
の
概
要

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

　

特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
に
、
そ
の
投
資
計

画
に
お
け
る
年
平
均
の
投
資
利
益
率
が
７
％
以

上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
及
び
経
営
規
模
の
拡
大
を
行
う
も
の
と
し
て

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ

と
に
つ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
投

資
計
画
に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設
備（
機
械
装
置
、

工
具
、
器
具
備
品
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備

並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
、
一
定
の
規
模
以
上

の
も
の
）
が
追
加
さ
れ
た
ほ
か
、
所
要
の
見
直

し
が
行
わ
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が
２
年
間
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

　 

先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例

　

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
引
き
上
げ
方
針
を

先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
位
置
付
け
、
従
業
員

に
表
明
し
た
場
合
、
対
象
資
産
の
課
税
標
準
が

見
直
さ
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が
２
年
間
延
長

さ
れ
ま
し
た
。

４
． 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
適
用
期
限
延
長

法
人
会
提
言

　

平
成
28
年
度
に
創
設
さ
れ
た
企
業
版
ふ
る
さ

と
納
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
創
生
に
も
資
す
る

制
度
で
あ
り
、
寄
付
件
数
等
も
年
々
増
加
し
て

い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
令
和
７
年
３
月
末
日

と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

改
正
の
概
要

　

寄
附
活
用
事
業
を
実
施
し
た
認
定
地
方
公
共
団

体
が
、
寄
附
活
用
事
業
の
完
了
の
時
及
び
各
会
計

年
度
終
了
の
時
に
、
寄
附
活
用
事
業
を
適
切
に
実

施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
書
面
を
内
閣
総
理

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
適
用

期
限
が
３
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

［
事
業
承
継
税
制
］

１
．
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度

法
人
会
提
言

　

令
和
６
年
度
税
制
改
正
で
は
、
特
例
承
継
計

画
の
提
出
期
限
が
令
和
８
年
３
月
末
日
ま
で
２

年
間
延
長
さ
れ
た
が
、
制
度
の
適
用
期
限（
令
和

９
年
12
月
末
日
）
は
延
長
さ
れ
な
か
っ
た
。
贈

与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
後
継
者
要
件
と
し
て
、

「
贈
与
の
直
前
に
お
い
て
３
年
以
上
役
員
で
あ
る

こ
と
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
余
裕
を

持
っ
た
事
業
承
継
を
行
え
る
よ
う
、
特
例
措
置

の
適
用
期
限
を
３
年
程
度
延
長
す
べ
き
で
あ
る
。

改
正
の
概
要

　

法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特
例
措
置
に
お
け

る
役
員
就
任
要
件
に
つ
い
て
、「
贈
与
の
直
前
に

お
い
て
特
例
認
定
贈
与
承
継
会
社
の
役
員
等
で

あ
る
こ
と
」に
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

［
そ
の
他
］

１
．「
年
収
の
壁
」へ
の
対
応
策

法
人
会
提
言

　

配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社

会
保
障
の
問
題
は
、
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一

つ
の
要
因
で
あ
り
、
人
手
不
足
に
直
面
す
る
中

小
企
業
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま

た
、「
年
収
の
壁
」へ
の
対
応
策
と
し
て
、
政
府

が
助
成
金
制
度
等
を
講
じ
た
こ
と
で
一
定
の
効

果
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
一
時

的
な
措
置
で
あ
り
、
抜
本
的
な
対
策
と
は
な
ら

な
い
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
政
策
を
含
め
、

税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
る

必
要
が
あ
る
。

改
正
の
概
要

　

所
得
税
の
基
礎
控
除
に
つ
い
て
、
合
計
所
得

金
額
が
２
，３
５
０
万
円
以
下
で
あ
る
個
人
の

控
除
額
が
10
万
円
引
き
上
が
り
、
58
万
円
と
な

り
ま
し
た（
年
収
２
０
０
万
円
以
下
は
37
万
円

上
乗
せ
）。
な
お
、
２
年
間
に
限
り
、
年
収
に
応

じ
て
基
礎
控
除
に
上
乗
せ
す
る
措
置
が
講
じ
ら

れ
ま
す（
上
乗
せ
額
は
㋑
年
収
２
０
０
万
円
超

４
７
５
万
円
以
下
は
30
万
円
㋺
４
７
５
万
円
超

６
６
５
万
円
以
下
は
10
万
円
㋩
６
６
５
万
円
超

８
５
０
万
円
以
下
は
５
万
円
）。

　

給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
に
つ
い
て
、

10
万
円
引
き
上
が
り
、
65
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

法
人
会
の
税
制
改
正
に
関
す
る

　
　
　

提
言
の
主
な
実
現
事
項（
令
和
７
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
益
財
団
法
人　

全
国
法
人
会
総
連
合



（16）



（17）



（18）

①五大栄養素とは
　食品には様々な栄養素が含まれていますが、そのな
かでも生きていくために不可欠な栄養素を五大栄養素
といい、「炭水化物（糖質）」「たんぱく質」「脂質」「ビ
タミン」「ミネラル」を指します。さらに「食物繊維」
を加えて六大栄養素ということもあります。

　気をつけたいのは、それぞれの栄養成分に注目が集
まりがちですが、栄養素は単体で機能せず、いくつか
が作用しあって動きます。筋肉をつけようとたんぱく
質を摂っても、ビタミン C やビタミン B 群、葉酸、ナ
イアシンなどのビタミンがないと使うことができませ
ん。体の機能は様々な栄養素が相互に作用して維持さ
れています。
　栄養素をバランスよく摂らねばならない理由は人の
体を自動車に例えると、分かりやすいと思います。
　車のボディや車輪、エンジンなどは人でいうと、筋
肉、骨格、皮膚、内臓などで、栄養素のたんぱく質や
脂質、ミネラルにあたります。車を動かすためのガソ
リンは人でいうと炭水化物や脂質が当てはまります。
車をスムーズに動かすためのエンジンオイルやフィル
ターはミネラルやビタミンです。これらが不足すると
動きが悪くなったり、長持ちしないのと同じように、
人もこの五大栄養素をバランスよく摂らないと健康に
動けないし、寿命も短くなります。

②炭水化物
　　「パパのお酒の糖質オフってなぁに？」
　　「 炭 水 化 物 で エ ネ ル ギ ー 源 に な る も の が 糖 質 
　　で、この糖質が入ってないということだよ」
　 「糖質制限」や「糖類オフ」など「糖質」「糖類」と
いう言葉を耳にするようになりました。「糖質」「糖類」
は炭水化物の仲間で体内ではエネルギー源になるもの
を指します。
　糖質と糖類は似ていますが、糖質は範囲が広く、炭
水化物のなかで食物繊維以外の部分を指し、糖類は単
糖類（ぶどう糖や果糖など）や二糖類（ショ糖＝砂糖、
麦芽糖）などを指しています。
　糖質は体内でエネルギー源になりますが、消費され
なかったものは体脂肪として蓄えられて肥満の原因に
なります。糖類であるぶどう糖や砂糖などは、消化・
吸収されやすく、短時間で血糖値を上げます。血糖値
を上げたくない人は糖類の摂り方にも注意が必要です。
　食物繊維は消化吸収されないことから、長い間役に
立たないものと思われていましたが、血糖値の上昇を
緩やかにし、大腸がんの予
防になるなど、その働きが
見直されています。
　食品表示のなかには炭水
化物の内訳まで書いたもの
あるので、目的に応じて利
用します。

『糖類ゼロ』、『糖質ゼロ』
でも糖が含まれる？
飲料などに「無糖」「糖質ゼロ」
と書いてあっても100mg また
は 100ml に含まれる糖 類が
0.5g 以下であれば「ゼロ」「ノ
ン」「無」などと表示してよい
ルールになっています。
つまり「無糖」と書いてあっ
ても少量の糖が入っている場
合があります。

【パズル・熟語づくりの答え（10ページ掲載）】　Ａ…正、Ｂ…座

元気に働くための元気に働くための
健 康 情 報

食事 と健康
3

第 1 章　「食」と栄養 つづき

 2）五大栄養素と働き



   

神
社
め
ぐ
り
第60回

（19）

小
篠
神
社（
旧
指
定
村
社
）

鎮
座
地　

都
留
市
十
日
市
場
一
三
一
五

御
祭
神　

建
御
名
方
合
祀
神

例
祭
日　

九
月
七
日

宮
　
　
司　

宮
下
富
枝

総
代
長　

清
水
智
夫

境
内
地　

七
一
二
坪

氏
子
戸
数　

二
五
〇
戸

由
緒
沿
革

　

山
梨
県
市
郡
村
読
よ
り
、
第
九
十
七
代

後
村
上
天
皇
康
安
元
年
（
一
三
六
一
年
）

宝
鏡
寺
の
開
山
鶏
岳
永
金
禅
氏
の
功
徳
に

よ
り
創
建
せ
し
も
の
と
伝
承
さ
れ
て
い
る

が
、
当
社
は
往
古
〝
市
〟
発
達
せ
し
時
創

祀
せ
し
も
の
と
思
う
。
後
光
明
天
皇
正
保

四
年
（
一
六
四
七
年
）
及
東
山
天
皇
元
禄

十
五
年
（
一
七
〇
二
年
）
の
二
回
社
殿
の

再
建
造
営
並
び
に
境
内
の
整
備
が
な
さ
れ

て
い
る
。「
古
ヘ
ハ
夏
狩
ト
ナ
リ
シ
ガ
文
禄

三
年
（
一
五
九
四
年
）
別
村
ト
ナ
ル
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
年
七
月
四
日
郷

社
定
則
に
よ
り
村
社
に
列
格
し
、
大
正
七

年
六
月
二
十
七
日
山
梨
県
告
示
神
饌
幣
帛

供
進
指
定
神
社
に
指
定
さ
れ
る
。
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